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第４回 瑞浪市人権施策推進審議会 書面表決の結果について 

 

日頃は、人権施策の推進につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、第４回 瑞浪市人権施策推進審議会につきましては、書面での決議とし、書面表決書を

ご提出頂きました。その結果につきまして、下記のとおりご報告いたします。 
 

記 
 

第４回 瑞浪市人権施策推進審議会 表決結果 
 

１、議 事 
 

１）パブリックコメントの結果について（報告） 
 

    承認する（１５） ・ 承認しない（０） 
 
 

      ２）第２次瑞浪市人権施策推進策定の答申（案）について 
 

    承認する（１５） ・ 承認しない（０） 
 

２、結 果 
 

議事１）、２）ともに、過半数の賛成をもって可決されました。 

議事２）の答申（案）に、別添の「第２次瑞浪市人権施策推進指針」（瑞浪市人権 

施策推進審議会案）を添え、令和３年１月２５日に、市長への答申を行います。 
 

   ３、ご意見等 
 

     ご意見等に対する回答は、別紙のとおりです。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

※別添の「第２次瑞浪市人権施策推進指針」（瑞浪市人権施策推進審議会答申案）につきまして

は、内容に変更はありませんが、書面表決期間中に、事務局にて確認、修正した部分がござい

ます。修正箇所は次のとおりです。なお、その他の軽微な語句修正につきましては、省略させ

ていただきますので、ご承知おき願います。 

 また、用語解説（Ｐ５６～６０）における、各語句の掲載ページ数の表記につきましては、現

時点ではズレがあるものもございます。冊子作成時に最終調整いたしますので、ご了承願いま

す。 

 ≪修正箇所≫ 

  ・Ｐ８ ：「施策の体系」の「その他」に「労働者の人権問題」を追記 

  ・Ｐ５１：「労働者の人権問題」の記載位置を、「災害時の人権問題」の次に変更。 

       関連して、Ｐ５２、５３の用語解説、Ｐ５５の具体的施策も同様に記載位置

を変更。 
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